
標茶町議会第２回定例会 
一般質問通告一覧                                                 令和７年５月 29 日 

 

№１ 

議
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５ 

番 

鴻

池

智

子 

１.観光案内所のト

イレの改修をするべ

き 

 令和５年度９月定例会で一度質問をしています。観光案内所のトイレ改修につい

て、その時点での答弁では、全体的な改修は令和７年度以降西春別、標茶間のバス

利用が終了するので、利用計画、利用実態を踏まえ考えていくとありました。バス

利用が終了した後も観光バスや修学旅行、ＳＬ冬の湿原号で来町し、トイレを利用

すると思います。現在はトイレの中が見えないように、衝立で対応していますが、

女子トイレの苦情が多いと聞いています。和式トイレは利用頻度が少なく、一個室

しかない洋式トイレに行列ができている。又水の流れが悪いため詰まりやすい状況

となっています。町として今後も観光に力を入れて行くのであれば、全体的な改修

を早急にするべきと思うが、町としての考えを伺う。 

町 長  

１

番 

深

見 

 

迪 

１．訪問介護の事業

所を支え、必要な介

護サービスを受けら

れるような施策を 

・昨年の訪問介護の報酬引き下げによって、訪問介護の事業所の経営はさらに困難

になり、人手不足に拍車をかけている。事業所がなくなるなど、望む介護が受け

られなくなることを理由にして、少なくとも道内 75 市町村（24 年）で住民が転

居せざるを得ない事態になっていることが『北海道新聞』のアンケートで明らか

になっている。 

・本町のように市街地から遠い地域の訪問介護の実態は、遠ければ遠いほど必要な

介護サービスが受けづらくなっている実態はないか。 

・引き続き、国に対して訪問介護報酬の引き下げの見直しを早期に行うことを求め

るとともに、自治体独自のガソリン代の高騰に対する支援などを考え、事業所の

経営を支えることが、地域で暮らし続けたい住民の願いを守ることになると考え

るがどうか。 

町 長  

２．障がい児等に対

する必要なサービス

提供体制の確立を 

・道内で障がい者福祉サービス事業所が突如閉鎖し、利用者の受け入れが困難にな

るという事態がこの３月にあった。独立行政法人福祉医療機構が 23 年に公表し

た 21 年度の児童系障害福祉サービスの経営状況において、放課後等デイサービ

スの事業所の 45％が赤字と報告されている。児童系障害福祉サービスの経営状況

について、本町の実態も含めて現状はどうなっているか。 

・本町も放課後等デイサービスの事業所があるが、この事業所を必要とする児童生 

町 長  
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１

番 

深

見 

 

迪 

  徒の人数は何人くらいと押さえているか。また、必要なサービスを十分に受けら

れている状況にあるか。 

・本町の日中一時支援など障がい児等に対するサービスの提供体制は進んでいると

思うが、それでも国の定数の縛りや、20 人定数の場合、スタッフの報酬が下げら

れるなど、報酬改定はよい方向に向かっていないと考えるがどうか。 

・広大な面積を持つ本町のような状況を踏まえた報酬単価の改定や、物価高騰が続

く中での事業所運営についてさらなる支援の考えはないか。また、国への要望な

ど必要な手立てを講じるなど必要なサービス提供の持続的な取り組みを行うべき

と考えるがどうか。 

  

３．パートナーシッ

プ制度の導入を急ぐ

べき 

・今年度、第１回定例会で「本町でもパートナーシップ制度の導入」を求めた質問

で、「当制度を利用するカップルが抱く諸課題をしっかりと把握し、利用を検討す

る必要性がある」と答弁したが、その後具体的にどのような検討を行ったか。 

・他自治体とも協議し、管内統一して早く導入したいとも答弁しているが、他の自

治体との協議等は行っているか。また、管内の導入実態はどうなっているか。 

・パートナーシップ制度は、人権にもかかわる問題であり早期導入を実現すべきと

考えるがどうか。 

町 長  

11

番 

類

瀨

光

信 

１．新規就農対策に

留まらない包括的な

町の担い手対策が必

要ではないか 

 経営環境の厳しさもあり離農に歯止めがかからない。酪農、畜産の持続的再生産

を堅持できなければ、標茶町が消滅するという見立てが現実味を帯びてしまう。新

規就農対策への期待は、否応なしに高まる。 

これまで、未婚者や非婚者でも新規就農者とするよう、さらには酪農畜産以外の

営農も認めるよう提案してきた。昨今の経営環境を考えれば、経営規模の制限の撤

廃や兼業を認めることも必要ではないか。小規模経営や兼業を認めることで、機械

化が困難で生産性が低い狭隘な農地を守ることにもつながると考える。 

 一方、農業以外の業種でも事業承継や花嫁対策に課題を抱えている。しかし、こ

うした問題に対応する組織はない。いまや担い手の確保は町全体の問題であること

から「標茶町担い手育成協議会」と「ニューホーム推進協議会」を統合し、業種を

問わず未婚者のパートナー対策や新規就農、事業継承、起業希望者のマッチングに

取組んではどうか。 

 

 

 

町 長  
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11

番 

類

瀨

光

信 

２．バイオ炭と堆肥

を活用して有機農法

を推進してはどうか 

 環境保全型農業直接支払交付金のメニューには、近年注目されているバイオ炭の

施用によって土壌中に炭素を貯留する農法が含まれている。草地にバイオ炭を施用

すると、透水性、保水性、通気性の向上といった物理的効果と、酸性土壌の pH 改善

効果によって作物の収量が増加することが知られている。そうした特徴に加え、畜

産の現場から排出される家畜糞尿とおが粉の混合堆肥のように、直接草地に施用す

ると牧草の収量が減少するといわれるバイオマス由来の堆肥とバイオ炭を混ぜるこ

とで、保肥と土壌微生物を増やし、結果として化学肥料の使用量を半減させること

が期待できる。 

バイオ炭の施用には、１ヘクタールあたり 50,000 円の交付金が支払われる。草地

の更新や改良では繰り返しの施用とはならないが、デントコーンのような作物には

限度内で繰り返し施用が可能だ。炭化のシステムについても導入に補助制度がある。 

バイオ炭の製造以外に廃プラスチックや廃タイヤの炭化も可能で、炭素としての

販売が可能だ。さらに農業用廃プラの処理経費の削減と一般プラごみをクリーンセ

ンター以外で炭化処理することによって焼却炉の延命にもつながる。 

 バイオ炭の施用による土壌中への炭素貯留の取組が基準を満たしクレジット認証

されれば、創出したクレジットを販売できる。広大な草地資源を有する標茶町だか

らこそ、こうした制度を活用すべきではないか。 

町 長  

２

番 

櫻

井

一

隆 

１．多面的機能支払

交付金事業に参加を

すべきである 

 町は、今年度予算編成に当たり、特定目的基金までも取り崩さなければならない

事態となった。来年度以降の予算編成は大幅な見直しが必要になると思うが、この

ような財政状況をどのように考えているか。状況について今後の見通しを含めて聞

く。 

 厳しい財政状況であるが、福祉を含めて町民サービスの低下は避けるべきと考え

るがどうか。 

 厳しい財政事情を考慮し、提案を一つしたいが町長の所見を聞く。それは、「多面

的機能支払交付金制度」への参加である。この事業の目的は自然環境保全と農地の

維持、保全である。当町においては、平成 19 年より「標茶西地区農地・水保全隊」

という組織が認定を受けて、一部の地域で活動している。交付額は 10ａ当たり 220

円で、総額では 3,548 千円である。本町の中山間地事業面積は、2,335,310ａなの

で、約 51,377 千円になる。 

 この事業に参加すべきと考えるがどうか。 

 

町 長  
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10

番 

渡

邊

定

之 

１．西別岳山小屋の

トイレを水洗化すべ

きではないか 

 西別岳の山開きが行われ、多くの登山客が訪れる季節になった。 

山小屋のトイレが非水洗のままのため、登山客に評判が悪いとの話は聞いているか。 

とりわけ子どもは恐怖さえ感じているとのことである。西別岳登山は人気もあり、

多くの登山者が使うトイレを水洗化してはどうか。 

町 長  

２．農福連携で町の

活性化を考えてはど

うか 

地方自治体による農福連携の推進を目的にした支援が農林水産省、厚生労働省か

ら出されているが、本町として検討したことがあるか。 

中身については「女性、高齢者、障がい者等多様な人材が農業分野での活躍を通

じて、自信や生きがいを創出し、社会参画を促す取組」とあるが、町として取り組

みが可能な内容があるか研究してはどうか。 

町 長 

 

 

４

番 

鈴

木

裕

美 

１．役場組織の機構

改革について 

取組不足による町民サービスの低下を防ぐためとして提案されている１室の設

置、２課の統合、５課の再編を概要とする機構改革について伺う。 

課長補佐と係長の兼務が増えている。現在の兼務発令数とその理由を伺う。 

機構改革によって、更に職員の業務負担が増えると思われる。業務意欲の低下や

健康悪化を招き、町民サービスの低下につながることが心配されるがいかがか。 

機構改革による財政的な効果はどの程度と考えているのか。 

町民と一緒になり町づくりを進めていくとの事だが、町民への説明と理解を得る

ための方策はどのようにするのか。 

機構改革は町民が安全で安心して暮らせるための改革でなければならないが、内

容はそのようになっていないと考える。 

説明から実施までの期間が短く、十分な議論もない改革を何故急ぐのか伺う。 

町 長 

 

 

 


